
除
草
剤
散
布
の
お
知
ら
せ

通
行
の
安
全
確
保
や
雑
草
の
繁
茂
抑

制
を
目
的
に
、
８
月
10
日
ま
で
道
路

の
除
草
剤
散
布
を
行
っ
て
い
ま
す
。

除
草
剤
散
布
後
は
、
雑
草
に
直
接
触

れ
な
い
で
く
だ
さ
い
。、ま
た
、ペ
ッ

ト
な
ど
の
散
歩
に
も
十
分
気
を
付
け

て
く
だ
さ
い
。

●
散
布
区
間　
国
道
２
６
９
号
線
神

川
皆
倉
バ
ス
停
か
ら
馬
場
南
大
隅
町

境
ま
で
の
８
０
５
０
ｍ
、
左
右
歩
道

●
問
合
せ　
錦
江
町
役
場
建
設
課　

☎
22
‐
３
０
３
３

障
害
者
就
職
面
接
会
を
開
催

鹿
屋
・
大
隅
地
区
障
害
者
就
職
面
接

会
を
次
の
日
程
で
開
催
し
ま
す
。

●
日
時　
９
月
20
日
（
金
）
13
時
～

●
場
所　
ホ
テ
ル
さ
つ
き
苑

●
問
合
せ　
鹿
屋
公
共
職
業
安
定
所

☎
０
９
９
４
‐
42
‐
４
１
３
５

粒
子
線
に
よ
る
が
ん
治
療
費
の
利
子

補
給
制
度

県
で
は
、
県
民
が
粒
子
線
に
よ
る
が

ん
治
療
を
受
け
や
す
い
環
境
を
整
備

す
る
た
め
、
指
宿
市
に
あ
る
メ
デ
ィ

ポ
リ
ス
国
際
陽
子
線
治
療
セ
ン
タ
ー

に
お
い
て
、
粒
子
線
治
療
を
受
け
る

患
者
本
人
や
家
族
等
が
治
療
費
を
金

融
機
関
か
ら
借
り
受
け
た
場
合
に
、

お
知
ら
せ

　
令
和
元
年
10
月
か
ら
年
金
生
活
者

支
援
給
付
金
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
ま

す
。
こ
の
制
度
は
、
10
月
か
ら
の
消

費
税
率
10
％
へ
の
引
き
上
げ
分
を
活

用
し
、
年
齢
が
65
歳
以
上
で
、
老
齢

基
礎
年
金
な
ど
公
的
年
金
等
を
含
め

て
も
所
得
が
一
定
基
準
以
下
の
年
金

受
給
者
の
生
活
を
支
援
す
る
た
め

（
前
年
の
所
得
額
が
老
齢
基
礎
年
金

満
額
以
下
の
方
な
ど
）年
金
に
上
乗

せ
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

給
付
金
の
受
け
取
り
に
は
、「
年

金
生
活
者
支
援
給
付
金
請
求
書
」の

提
出
が
必
要
で
す
。

　
平
成
31
年
4
月
1
日
以
前
か
ら
老

齢
・
障
害
・
遺
族
基
礎
年
金
を
受
給

し
て
い
る
方
で
、
受
給
権
を
満
た
し

て
い
る
方
に
、
日
本
年
金
機
構
か
ら

「
9
月
頃
」に
案
内
が
届
き
、
手
続
き

は
、
本
人
の
認
定
請
求
に
よ
り
受
給

権
が
発
生
し
、
10
月
以
降
に
、「
支

給
決
定
通
知
書
」が
届
き
ま
す
。

　
給
付
金
は
、
10
月
施
行
の
た
め
、

早
い
方
で
初
回
の
支
払
い
は
、10
月・

11
月
分
を
12
月
中
旬
以
降
の
お
支
払

い
と
な
り
ま
す
。

「
タ
ー
ン
ア
ラ
ウ
ン
ド
請
求
書
」

　
す
で
に
、
年
金
の
裁
定
を
終
え
て

い
る
方
の
う
ち
、
受
給
資
格
者
で
あ

る
こ
と
の
確
認
が
で
き
た
方
に
は
、

日
本
年
金
機
構
か
ら
9
月
頃「
タ
ー

ン
ア
ラ
ウ
ン
ド
請
求
書
」が
送
ら
れ

て
く
る
予
定
で
す
。

　
こ
の
請
求
書
は
、「
ハ
ガ
キ
形
式
」

で
氏
名
を
記
入
す
る
だ
け
で
済
み
、

一
般
の
請
求
書
と
違
い
簡
単
に
手
続

き
が
で
き
ま
す
が
、
制
度
施
行
時
の

み
の
対
応
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、

一
度
支
給
要
件
に
該
当
し
な
く
な
っ

た
場
合
な
ど
は
、
自
ら
手
続
き
を
し

て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
請
求
書
が
、
10
月
に
な
っ
て

も
届
か
な
い
場
合
は
、
年
金
事
務
所

等
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
重　
要
】

　
ま
た
、
令
和
2
年
1
月
以
降
に
請

求
し
た
場
合
は
、
請
求
し
た
月
の
翌

月
か
ら
の
お
支
払
い
と
な
り
ま
す
の

で
、
速
や
か
な
請
求
手
続
き
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。
く
わ
し
く
は
鹿
屋

年
金
事
務
所
へ
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

年金だより　

年金生活者支援給付金
制度が開始されます

住 民 税 務 課　☎ 0994-22-3039
住 民 生 活 課　☎ 0994-25-2511
鹿屋年金事務所　☎ 0994-42-5121

そ
の
利
子
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

く
わ
し
く
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ　
県
庁
健
康
増
進
課

☎
０
９
９
‐
２
８
６
‐
２
７
２
１

鹿
屋
市
開
催
「
営
業
を
サ
ポ
ー
ト
す

る
デ
ザ
イ
ン
活
用
」
セ
ミ
ナ
ー

農
業
や
畜
産
が
盛
ん
で
企
業
間
取
引

を
行
う
会
社
も
多
い
大
隅
半
島
、
よ

り
効
果
的
に
営
業
を
行
う
た
め
の

ツ
ー
ル
と
し
て
デ
ザ
イ
ン
を
活
用
し

た
事
例
と
プ
ロ
セ
ス
を
紹
介
す
る
セ

ミ
ナ
ー
で
す
。

●
日
時　
８
月
29
日
（
木
）
14
時
～

●
場
所　
鹿
児
島
県
県
大
隅
加
工
技

術
研
究
セ
ン
タ
ー

●
申
込
み
「
鹿
児
島
の
食
と
デ
ザ
イ

ン
」
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い

●
問
合
せ　
県
庁
経
営
金
融
課

☎
０
９
９
‐
２
８
６
‐
２
９
４
９

未
婚
の
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
の
方

に
給
付
金
を
支
給

●
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
の
う
ち
、

未
婚
の
ひ
と
り
親
に
対
し
、
令
和
元

年
度
に
臨
時・特
別
の
措
置
と
し
て
、

給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

●
支
給
額　
１
７
，
５
０
０
円

●
支
給
対
象
者
は
、
次
の
す
べ
て
の

要
件
を
満
た
す
方
と
な
り
ま
す
。　

▼
令
和
元
年
11
月
分
の
児
童
扶
養
手

当
の
支
給
を
受
け
る
父
ま
た
は
母

▼
令
和
元
年
10
月
31
日
に
お
い
て
、
こ

れ
ま
で
に
婚
姻
（
法
律
婚
）
を
し
た
こ

と
が
な
い
方

▼
令
和
元
年
10
月
31
日
に
お
い
て
、
事

実
婚
を
し
て
い
な
い
方
ま
た
は
事
実
婚

の
相
手
方
の
生
死
が
明
ら
か
で
な
い
方

申
請
期
間
や
、支
給
時
期
に
つ
い
て
は
、

各
市
町
村
で
異
な
り
ま
す
。
く
わ
し
く

は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ　
県
庁
子
ど
も
家
庭
課

☎
０
９
９
‐
２
８
６
‐
２
７
６
６

東
京
２
０
２
０
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
聖
火
リ

レ
ー
聖
火
ラ
ン
ナ
ー
募
集

来
年
４
月
28
日
、
29
日
に
、
本
県
で
実

施
さ
れ
る
東
京
２
０
２
０
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
聖
火
リ
レ
ー
に
つ
い
て
、
現
在
、
県

実
行
委
員
会
で
は
、
聖
火
ラ
ン
ナ
ー
を

募
集
し
て
い
ま
す
。

●
応
募
方
法

▼
実
行
委
員
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
応
募

フ
ォ
ー
ム
よ
り
応
募

▼
所
定
の
応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を
記

入
し
、
県
実
行
委
員
会
事
務
局
へ
郵
送

●
応
募
期
間　
７
月
１
日
～
８
月
31
日

お
詫
び
と
訂
正

７
月
号
13
ペ
ー
ジ
の
記
事
内
（
社
会
を

明
る
く
す
る
運
動
メ
ッ
セ
ー
ジ
伝
達

式
）
で
記
載
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。

訂
正
し
て
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

誤
）
犯
罪
の
社
会
を
目
指
し
た
い

正
）
犯
罪
の
な
い
社
会
を
目
指
し
た
い

～みんなで未来をつくろう～

錦江町「MIRAI」づくりプロジェクト
将来の錦江町を、日本を引き継ぐ子どもたち。
私たちの子どもや孫のためにいま私たちに何が出来るか、
一緒に力を合わせて、知恵を出し合って考えてみませんか

　『ＭＩＲＡＩ』づくりプロジェクト
　最新情報を公開しています。
錦江町まち・ひと・ＭＩＲＡＩ 検索

問合せ：錦江町まち・ひと・『MIRAI』創生協議会　☎ 0994-25-1001

移住フェア“日本全国！地域仕掛け人市”に出展！

　8 月のお題も「夏の思い出」として 7 月から実施中。8 月末まで応募で
きます。錦江町の熱い夏もいよいよ終盤！皆さんの思い出に残った錦江
summer を写真に撮ってご応募ください。
●応募方法
【step1】いずれかの SNS(Facebook/Twitter/ インスタグラム )
で公式アカウント「錦江町フォトコン」をフォローします。
【step2】ハッシュタグ「# 錦江町フォトコン」と「# 夏の思い出」をつけ
て投稿してください。（※ご注意：①投稿のプライバシー設定を「公開」に
して下さい。②ハッシュタグは半角で入力してください）

●応募締切　８月31日 ( 土 ) まで

●受賞作品発表　９月中旬予定

●ご注意　写真に人物が写っている場合、必ずその本人の許可を得てご応
募をお願いします。

６
月
の
お
題
「
田
舎
道
」

７～８月のお題は「夏の思い出」

最優秀賞：まッき ---☆さん（鹿児島市）
「これからも写真をとおして、錦江町の良さを

発信していきたいと思います」

錦江町フォトコンテスト

6 月 30 日に東京で開催された「日本全国！地域仕掛け
人市」に出展し、約 60 名の方に錦江町ブースにお越し
いただきました。このイベントをきっかけとして、ブー
ス訪問者がさっそく錦江町へ来訪くださったり、今夏の
錦江町ふるさとワーキングホリデーの参加大学生が決定
したりするなど、非常に熱量の高い方々と交流させてい
ただきました。錦江町では引き続き、「想い」や「実践
活動」に共感してくださった方々を、一緒に錦江町の未
来を創る『なかま』として積極的に受け入れていきます。

全国フォーラム「ワーケーション・スタートアップ！」参加

リゾート地等の環境の良い場所に滞在しながら、仕事を
テレワークで継続しつつ休暇も充実させる新しい労働
形態「ワーケーション」の普及推進活動の第一歩とし
て、和歌山県・長野県を中心に官民一体で開催した全国
フォーラム「ワーケーション・スタートアップ！」の
賛同自治体として参加しました。今後も町サテライトオ
フィスを拠点に、町の課題解消のための都市部企業を巻
き込んだ新規ビジネス創出に向けた取り組みを加速さ
せ、全国の自治体と連携した広域展開を図っていきます。

※ワーケーション：ワークとバケーションを組み合わせた造語

７
月
18
日
に
東
京
で
開
催
さ

れ
た
「
ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
・

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
！
」
参
加

６
月
30
日
に
東
京
で
開
催
さ

れ
た
「
日
本
全
国
！
地
域

仕
掛
け
人
市
」
参
加
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